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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第２７条の規定に基づく許可貯

留区域等を表示する図面（千葉県九十九里沖）の縦覧について 

 

二酸化炭素の貯留事業に関する法律（令和６年法律第３８号）第４条第１項の

規定に基づき試掘の許可をし、同法第２４条の規定による告示をしたので、同法

第２７条の規定に基づき別紙のとおり許可貯留区域等を表示する図面を公衆の

縦覧に供する。 

 

 



別紙 

許可貯留区域等（許可試掘区域）を表示する図面 

 

表に掲げるアからキまでの７地点を順次結んだ線並びにア及びキの２地点を

結ぶ線により囲まれる海面の直下の深度１５０メートルから２,５００メート

ル※までの間の区域。 

 
  

地理院地図をもとに作成 



表 区域の直上の海域の頂点の座標値 

 Ｘ座標（ｍ）※ Ｙ座標（ｍ）※ 

ア －５５，７３０．７３８ ５４，７９６．７５８ 

イ －４８，０３３．７９６ ５９，７１５．３３４ 

ウ －４３，６３３．０６７ ６３，８２４．６９７ 

エ －３８，４１５．００２ ６９，８６４．２１５ 

オ －４９，７５５．０１８ ７６，５６５．８００ 

カ －５５，４０８．６５１ ７４，８４６．６９８ 

キ －６４，５２０．７４５ ７０，３４０．５０１ 

※ 深度は、東京湾平均海面を基準とする。 

※ 頂点の座標値は、平成１４年国土交通省告示第９号で定める平面直角座標系

第９系による。 

 


